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申込みできる方 
■以下の条件に全てあてはまる方です。 

当該建築物の所有者／市税すべてを完納されている方／暴力団関係者でない方 

 

■対象となる建物は、以下の条件を全て満たすものです。 

① 建築物の耐震改修の促進に関する法律第 7 条第二号又は第三号に規定する要安全確認計画記

載建築物に該当する建築物のうち、対象となるもの（別紙参照）          

② 昭和５６年５月３１日以前に着工されたもの 

③ 岡山市内に存するもの 

④ 年度内に補助事業が完了するもの（耐震改修については、年度をまたがる事業も対象とな

る場合がありますので、ご相談ください。） 

※この補助制度を利用される場合は、必ず事前にご相談ください。 

要安全確認計画記載建築物（避難路沿道建築物）の耐震診断、補強設計及び耐震改修又は

除却について、費用の一部を補助します。（面積による上限額があります。） 

 

 

 

                            

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
 
 

耐震診断 

耐震改修又は除却 

437.5 万円補助(上限) 補助率５/６ 
ただし、補助対象経費の上限額は、上記（１）～（３）と同額とする。 

申込み方法 
申請書類を岡山市建築指導課へ提出してください。 

なお、申請書類はホームページからも入手できます。 

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000006034.html 

 

募集期間 令和６年４月１５日～令和６年５月３１日  

（予算額を超えた場合先着順となります。募集期間内に予算額に達しない場合、

予算が額に達するまで募集を継続します。） 

補助率 １／１ 

補強設計 

ただし、補助対象経費の上限額は次に掲げる金額の合計とする。 

（１）延べ床面積が 1,000 ㎡以内の部分 3,670 円／㎡ 

（２）延べ床面積が 1,000 ㎡を超えて 2,000 ㎡以内の部分 1,570 円／㎡ 

（３）延べ床面積が 2,000 ㎡を超える部分 1,050 円／㎡ 

（４）通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は 157 万円限度加算 

ただし、補助対象経費の上限額は、次に掲げる金額とする。 

（１）住宅（マンションを除く）34,100 円／㎡ 

（２）マンション 50,200 円／㎡ （３）その他 51,200 円／㎡ 

2,200 万円補助(上限) 補助率 11/15 

お問合せ先 
岡山市都市整備局住宅・建築部 建築指導課 

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目１番１号 TEL 086-803-1445 

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000006034.html


（別紙） 

対象となる要安全確認計画記載建築物 

 

 
●避難路沿道建築物 

  都道府県または市町村が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物であって、

建築物のいずれかの高さが、下に示す距離以上のもの（市指定避難路は図1-4、1-5のと

おりです。） 

 ※前面道路より建築物の敷地地盤面が低い場合は、別途取り扱いがあります。 

   詳しくは建築指導課へお問い合わせください。 

 

 〇前面道路が１２ｍを超える場合 

   前面道路の幅員の２分の１に相当する距離 

 

 〇前面道路が１２ｍ以下の場合 

   ６ｍ（一律） 

 

 

 ［前面道路が１２ｍを超える場合］         ［前面道路が１２ｍ以下の場合］ 

 










